
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 射用画素電極部および透過用画素電極部を有する画素電極基板と
　 射用画素電極部および透過用画素電極部に対向するように配置された

対向電極基板と、
　 素電極基板および 対向電極基板間に配置された液晶層とを備え
　 記反射用画素電極部に対応する反射領域と、上記透過用画素電極部に対応する透過領
域と 、
　

　上記対向電極基板の上記液晶層側の表面に、所定方向のラビング処理がなされた液晶表
示装置であって、
　
　上記凸部における上記ラビング方向の下流側端部が、上記反射用画素電極部 に対
し上記ラビング方向の上流側に相対的にずれて配置されていることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項２】
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反 、
上記反 対向電極部

を有する
上記画 上記 、
上

が、画素毎に存在しており
上記対向電極基板は、反射領域における液晶層の層厚が上記透過領域における液晶層の

層厚よりも小さくなるように設けられた凸部をさらに有し、

上記反射用画素電極部は、上記透過用画素電極部に取り囲まれるように配置され、
の端部

反射用画素電極部および透過用画素電極部を有する画素電極基板と、
上記反射用画素電極部および透過用画素電極部に対向するように配置された対向電極部

を有する対向電極基板と、



　
　

　

　

　
　

ることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項３】
　請求項１又は２ 記載の液晶表示装置において、
　

ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項 載の液晶表示装置において、
　凸部のラビング方向下流側端部に加え、ラビング方向に直交する方向における上記凸部
の両側端部が、反射用画素電極部 に対し互いに近接する方向に相対的にずれて配
置されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１，２，３又は４ 記載の液晶表示装置において、
　対向電極基板は、画素毎に設けられたカラーフィルタ層を有し、
　上記カラーフィルタ層の反射領域部分

の反射領域部分を反射用画素電極部に向かって隆起させるように設けられた透明層が
配置され、凸部は、上記透明層により形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項５記載の液晶表示装置において、
　反射領域におけるカラーフィルタ層の一部分は、該反射領域におけるカラーフィルタ層
の他の部分よりも光透過率の高い透過部とされていることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、液晶表示装置に用いられる透過・反射両用型の液晶パネルに関し、特に、ラ
ビングに対するマルチギャップ用凸部の陰に起因する透過領域での表示品位の低下を回避
する対策に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、液晶表示装置は、薄型で低消費電力であるという特長を活かして、ワードプロセ
サやパーソナルコンピュータなどのＯＡ機器、電子手帳などの携帯情報機器に、あるいは
カメラ一体型ＶＴＲのモニタなどとして広く用いられている。
【０００３】
　この液晶表示装置は、反射型と、透過型とに大別される。つまり、液晶表示装置は、Ｃ
ＲＴ（ブラウン管）やＥＬ（エレクトロルミネッセンス）などのような自発光型の表示装
置ではないことから、透過型では、液晶表示パネルの背後に配置された照明装置（いわゆ
る、バックライト）の光を用いて表示を行うようになっており、一方、反射型では、周囲
光を用いて表示を行うようになっている。
【０００４】
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上記画素電極基板および上記対向電極基板間に配置された液晶層とを備え、
上記反射用画素電極部に対応する反射領域と、上記透過用画素電極部に対応する透過領

域とが、画素毎に存在しており、
　上記対向電極基板は、反射領域における液晶層の層厚が上記透過領域における液晶層の
層厚よりも小さくなるように設けられた凸部をさらに有し、

上記対向電極基板の上記液晶層側の表面に、所定方向のラビング処理がなされた液晶表
示装置であって、

上記反射用画素電極部は、ラビング方向に直交する方向に画素を横断するように形成さ
れ、

上記凸部は、上記反射用画素電極部と同じ方向に上記画素を横断するように形成され、
上記凸部における上記ラビング方向の下流側端部が、上記反射用画素電極部の端部に対

し上記ラビング方向の上流側に相対的にずれて配置されてい

の何れか１項に
反射用画素電極部に対する凸部のラビング方向下流側端部の相対ずれ量が、１μｍ以上

であ

１記

の両端部

の何れか１項に

と対向電極部の反射領域部分との間に、該対向電
極部



　両者の利点および欠点を具体的に説明すると、透過型の場合には、バックライトを用い
ることから、周囲の明るさに影響されることが少なく、明るい高コントラスト比の表示を
行うことができるという利点があるものの、そのバックライトの分だけ消費電力が大きい
（全消費電力の約５０％以上）という欠点がある。さらに、非常に明るい使用環境下（例
えば、晴天の屋外）では、視認性が低下してしまうか、あるいは視認性を維持するために
バックライトの輝度を上げると、消費電力がさらに増大するという欠点もある。一方、反
射型の場合には、バックライトが不要である分だけ消費電力が極めて小さいという利点が
あるものの、表示の明るさやコントラスト比が周囲の明るさなどの使用環境によって大き
く左右されるという欠点がある。特に、暗い使用環境では、視認性が極端に低下するとい
う欠点がある。
【０００５】
　そこで、両者の欠点を排除しつつ利点を併せ持ったものとして、反射型および透過型の
両方のモードで表示する機能を持たせるようにした液晶表示装置が提案されている。
【０００６】
　この透過反射両用型の液晶表示装置は、図６の断面図に模式的に示すように、各画素に
、同図の上方から入射された周囲光を反射する反射用画素電極部１０１と、同図の下方か
ら入射されたバックライトの光を透過する透過用画素電極部１０２とを有しており、両方
の表示モードの併用による表示を行うことができたり、又は使用環境（周囲の明るさ）に
応じて透過モードによる表示と反射モードによる表示との切換えを行うことができるよう
になっている。したがって、透過反射両用型液晶表示装置は、反射型液晶表示装置の有す
る低消費電力という利点と、透過型液晶表示装置の有する周囲の明るさに影響されること
が少なくて明るい高コントラスト比の表示を行うことができるという利点とを兼ね備えて
おり、さらに、非常に明るい使用環境において視認性が低下するという透過型液晶表示装
置の欠点が抑制されている。
【０００７】
　ところで、上述した透過反射両用型の液晶表示装置においては、対向電極基板１０３と
画素電極基板１０４との間の液晶層１０５の層厚について、反射領域Ｒでの層厚Ｒｄを、
透過領域Ｔでの層厚Ｔｄの約１／２倍（Ｒｄ≒Ｔｄ×１／２）にする必要があり、このこ
とから、従来の場合には、特許文献１，特許文献２などに記載されているように、画素電
極基板１０４の反射領域部分に、凸部１０６を設け、この凸部１０６上に反射用画素電極
部１０１を配置するようになされている。
【０００８】
【特許文献１】
　　　特開平１１－１０１９９２号公報（第５頁，図１０）
【０００９】
【特許文献２】
　　　特開２０００－４２３３２号公報（第７頁，図２）
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来の場合には、画素電極基板１０４にラビング処理を施すときに
、凸部１０６のラビング方向下流側（図６の右側）の透過領域Ｔに、ラビングに対し凸部
１０６の陰になる部分Ｓ、即ち、液晶分子１０５ａに対する配向規制力の弱い部分が生じ
、この部分Ｓに対応する液晶層１０５の領域が透過表示モード時にドメインとして視認さ
れることになり、このために、透過表示モードでの表示品位が低下するという問題がある
。
【００１１】
　これに対しては、上記のようなドメインは、透過領域Ｔよりも反射領域Ｒに発生する方
が確認されにくいことから、凸部１０６の陰になる部分Ｓを透過領域Ｔから反射領域Ｒに
移すことが考えられる。つまり、凸部１０６をラビング方向上流側（図６の左側）にずら
して配置すればよいことになる。
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【００１２】
　ところが、反射領域Ｒの範囲は、反射用画素電極部１０１により規定されており、この
ことから、凸部１０６をラビング方向上流側にずらすと、反射用画素電極部１０１も、同
じくラビング方向上流側にずれることになる。つまり、反射領域Ｒ自体が凸部１０６と共
にラビング方向上流側にずれることになる。したがって、凸部１０６を反射用画素電極部
１０１に対してずらすことができない限り、凸部１０６の陰になる部分Ｓを透過領域Ｔか
ら反射領域Ｒに移すことは、原理的に不可能である。
【００１３】
　尚、上記のようなドメインについての対策としては、遮光膜を用いてそのドメイン領域
を遮光するという手段が一般的であるが、その場合には、透過領域Ｔの開口率を犠牲にす
ることになる。
【００１４】
　本発明は斯かる諸点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、各画素が反射領域
と透過領域とを有し、反射領域での液晶層の層厚を透過領域での液晶層の層厚よりも小さ
くするようにした透過・反射両用型の液晶表示装置において、ラビングに対し、液晶層の
層厚を異ならせるために形成した凸部の陰になる部分に起因して発生するドメインにより
透過領域における表示品位が低下するのを、透過領域の開口率を犠牲にせずに回避できる
ようにすることにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成すべく、本発明では、反射領域が、画素電極基板の反射用画素電極部
により規定されるということに着目し、画素電極基板側ではなく、対向電極基板側に凸部
を設けることとし、これにより、凸部を反射用画素電極部に対しラビング方向上流側にず
らすことができるようにし、このことで、ラビングに対して凸部の陰になる部分を、透過
領域から反射領域に移すようにした。
【００１６】
　具体的には、請求項１の発明では 射用画素電極部および透過用画素電極部を有する
画素電極基板と、 反射用画素電極部および透過用画素電極部に対向するように配置さ
れた 対向電極基板と、これら画素電極基板および対向電極基板間に配
置された液晶層とを備えており、 反射用画素電極部に対応する反射領域と、透過用画
素電極部に対応する透過領域と しており、

対向電極基板の液晶層側の表面には、所定方向のラビン
グ処理がなされた液晶表示装置を前提としている。
【００１７】
　そして、上記 部におけるラビング方向の下流側端部が、反射用画素電極部 に
対しラビング方向の上流側に相対的にずれて配置されているものとする。尚、「反射用画
素電極部に対する凸部のずれ」とは、相対的なものであるので、凸部に対し、反射用画素
電極部の所要部位をずらすようにしてもよいし、両者を互いにずらすようにしてもよい。
【００１８】
　

【００１９】
　上記の構成において、反射領域における液晶層の層厚を、透過領域における液晶層の層
厚よりも小さくするための凸部が、従来の場合のように画素電極基板側に配置されている
のではなく、対向電極基板側に配置されているので、画素電極基板の反射用画素電極部に
より規定される反射領域に対し、凸部をずらすことができる。そして、反射用画素電極部
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、反
上記

対向電極部を有する
上記

が、画素毎に存在 上記の対向電極基板は、反射
領域における液晶層の層厚が透過領域における液晶層の層厚よりも小さくなるように設け
られた凸部をさらに有しており、

の凸 の端部

また、請求項２の発明では、上記請求項１の場合と同じ前提に立ち、上記反射用画素電
極部は、ラビング方向に直交する方向に画素を横断するように形成されており、一方、上
記凸部は、上記反射用画素電極部と同じ方向に上記画素を横断するように形成されており
、上記凸部における上記ラビング方向の下流側端部が、上記反射用画素電極部の端部に対
し上記ラビング方向の上流側に相対的にずれて配置されているものとする。



に対し、凸部のラビング方向下流側端部がラビング方向上流側にずれて配置されて
いることにより、ラビングに対する凸部の陰部分である該凸部のラビング方向下流側にお
ける凸部近傍部分の少なくとも一部は、透過領域から反射領域に移ることになる。よって
、そのようなラビングに対する凸部の陰部分により該陰部分に対応する液晶層の領域に発
生するドメインの少なくとも一部も、透過領域から反射領域に移ることになり、その分だ
け、そのようなドメインによる透過領域の表示品位の低下は回避されるようになる。
【００２０】
　

【００２１】
　請求項 の発明では、請求項１ の発明において、凸部のラビング方向下流側端
部のずれ量は、１μｍ以上とされているものとする。
【００２２】
　上記の構成において、反射領域および透過領域における各液晶層の層厚が一般的な値を
とる場合に、ラビングに対する凸部の陰部分に起因して発生するドメイン領域のラビング
方向における凸部ラビング方向下流側端部からの寸法は、凸部の高さに大きく支配される
ものであり、また液晶材料，配向膜，ラビング条件などの諸要因によっても変化すると考
えられるが、実験によると、１μｍ以内に収まることはなかった。したがって、反射用画
素電極部に対する凸部のラビング方向下流側端部のずれ量が、１μｍ以上であることによ
り、凸部の陰部分に起因するドメインの少なくとも一部は、略確実に、透過領域から反射
領域に移ることになる。
【００２３】
　請求項４の発明では、請求項 発明において、凸部のラビング方向下流側端部に加え
、ラビング方向に直交する方向における上記凸部の両側端部が、反射用画素電極部

に対し互いに近接する方向に相対的にずれて配置されているものとする。
【００２４】
　上記の構成において、反射用画素電極部に対し、ラビング方向に直交する方向における
凸部の両側端部が、互いに近接する方向に相対的にずれていることにより、ラビングの不
十分になりやすい凸部両側方の凸部近傍部分の少なくとも一部は、透過領域から反射領域
に移ることになる。よって、その分だけ、凸部のラビング方向下流側近傍部分に次いでラ
ビングの不十分になりやすい部分に起因する透過領域の表示品位の低下についても回避さ
れるようになる。
【００２５】
　請求項５の発明では、請求項１～４の発明において、対向電極基板が、画素毎に設けら
れたカラーフィルタ層を有するものである場合に、そのカラーフィルタ層の反射領域部分

の反射領域部分を反射用画素電極部
に向かって隆起させるように設けられた透明層が配置されているものとする。そして、凸
部は、上記の透明層により形成されているものとする。
【００２６】
　上記の構成において、凸部は、 の反射領域部分における液晶層とは反対の側
に配置された透明層により形成されている。よって、カラーフィルタ層の層厚を大きくす
ることは不要であるので、カラーフィルタ層の層厚が大きくなることに起因する反射領域
での光透過率の低下は回避される。
【００２７】
　請求項６の発明では、請求項５の発明において、反射領域におけるカラーフィルタ層の
一部分は、該反射領域におけるカラーフィルタ層の他の部分よりも光透過率の高い透過部
とされているものとする。
【００２８】
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の端部

さらに、請求項２の発明の場合には、凸部は、反射用画素電極部と同じく、ラビング方
向に直交する方向に延びて画素の全領域を横断しているので、パネル貼合せ段階において
、反射用画素電極部に対する凸部の位置決めを行う際に、ラビング方向における位置決め
の管理は必要であるが、上記横断方向における位置決めの管理は、不要である。

３ および２

１の
の両端

部

と対向電極部の反射領域部分との間に、該対向電極部

対向電極部



　上記の構成において、反射領域におけるカラーフィルタ層の一部分は、該反射領域にお
けるカラーフィルタ層の他の部分よりも光透過率の高い透過部であるので、カラーフィル
タ層の機能を大きく損なうことなく、反射領域におけるカラーフィルタ層での光透過率が
高くなる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
【００３０】
　（実施形態１）
　図１および図２は、本発明の実施形態１に係る透過反射両用型液晶表示装置の液晶パネ
ルにおける要部の構成を模式的に示しており、この液晶表示装置は、透過表示モードと反
射表示モードとを併用して表示するようにしたものである。尚、図１は、図２のＩ－Ｉ線
断面を示しており、図２は、画素電極基板側から見た対向電極基板の平面を示している。
【００３１】
　本液晶表示装置の液晶パネルは、画素毎に反射用画素電極部２１および透過用画素電極
部２２を有する画素電極基板としてのＴＦＴ基板２０と、対向電極部１１を有していて、
該対向電極部１１がＴＦＴ基板の反射用画素電極部２１および透過用画素電極部２２に対
向するように配置された画素電極基板としてのカラーフィルタ基板１０（以下、ＣＦ基板
という）とを備えている。対向電極部１１は、複数の画素に跨るように設けられており、
反射用画素電極部２１は画素の略中央に、また透過用画素電極部２２は、反射用画素電極
部２１を取り囲むように配置されている。これら両基板１０，２０間には、液晶層４０が
配置されている。この液晶パネルは、電界により液晶分子４０ａの配列を変化させ、その
ときの液晶層４０の複屈折性を利用して入射光の通過／遮断を制御するようにしたＥＣＢ
（ Electrically Controlled Birefringence ）モードのものである。
【００３２】
　ＴＦＴ基板２０は、ガラスなどの絶縁性透明材からなる透明基板２３を有する。この透
明基板２３上には、複数本の信号配線２４と複数本の走査配線２５とが互いに交差するマ
トリクス状に配置されている。信号配線２４と走査配線２５との各交点近傍には、ソース
電極２６ａ，ドレイン電極２６ｂおよびゲート電極２６ｃを有するＴＦＴ２６（ Thin Fil
m Transistor）が設けられている。ソース電極２６ａ，ドレイン電極２６ｂと、ゲート電
極２６ｃとの間には、ゲート絶縁膜２６ｄが配置されている。そして、ソース電極２６ａ
には信号配線２４が、またゲート電極２６ｃには走査配線２５がそれぞれ接続されている
。また、ＴＦＴ２６のドレイン電極２６ｂは、画素の略中央部まで延設されているととも
に、保護層２７により覆われている。
【００３３】
　信号配線２４、走査配線２５およびＴＦＴ２６上には、絶縁層 が積層されており、
反射用画素電極部２１および透過用画素電極部２２は、その絶縁層 上に配置されてい
る。反射用画素電極部２１の略中央に対応する絶縁層 の部位には、該絶縁層 を層
厚方向に貫通するコンタクトホール が形成されており、反射用画素電極部２１は、
このコンタクトホール を経由してＴＦＴ２６のドレイン電極２６ｂに接続されてい
る。また、絶縁層 の基板２３側には、画素電極部２１，２２との各間にそれぞれ信号
蓄積用の付加容量Ｃｓを形成するための容量電極配線２９が走査配線２５に対し平行に延
びるように配置されている。この容量電極配線２９上には、ＴＦＴ２６のゲート絶縁膜２
６ｄが延設されている。
【００３４】
　反射用画素電極部２１は、例えばアルミニウム（Ａｌ）など、光反射機能と電極機能と
を具備する金属反射膜からなっており、この反射用画素電極部２１に対応する液晶層４０
の領域は、反射表示モードに用いられる反射領域Ｒとされている。一方、透過用画素電極
部２２は、例えばＩＴＯ（ Indium Tin Oxide）など、光透過機能と電極機能とを具備する
透明導電膜からなっていて、その内側の端面において反射用画素電極部２１である金属反
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射膜の端面に接続している。この透過用画素電極部２２に対応する液晶層４０の領域は、
透過表示モードに用いられる透過領域Ｔとされている。尚、本実施形態では、反射用画素
電極部２１の金属反射膜と透過用画素電極部２２の透明導電膜とを端面同士が突き合わさ
れた状態に接続するようにしているが、金属反射膜の端部と透明導電膜の端部とを重ね合
わせて接続するようにしてもよい。さらには、透明導電膜を反射領域Ｒにも配置し、その
透明導電膜の反射領域部分の上層に金属反射膜を配置して、それら透明導電膜の反射領域
部分と金属反射膜とで反射用画素電極部２１を構成するようにしてもよいし、上記透明導
電膜の反射領域部分の下層に、少なくとも光反射機能を具備する反射膜を配置して、それ
ら透明導電膜の反射領域部分と反射膜とで反射用画素電極部２１を構成するようにしても
よい。
【００３５】
　反射用画素電極部２１および透過用画素電極部２２上には、所定の方向にラビング処理
してなる配向膜３０が設けられており、これにより、液晶層４０におけるＴＦＴ基板２０
の界面近傍の液晶分子４０ａを該ＴＦＴ基板２０に対し平行にかつ所定の方向（図示せず
）に配向させるようになっている。
【００３６】
　一方、ＣＦ基板１０も、ガラスなどの絶縁性透明材からなる透明基板１２を有する。こ
の透明基板１２の液晶層４０側には、カラーフィルタ層１３が画素毎に設けられている。
その際に、反射用画素電極部２１の略中央に対応するカラーフィルタ層１３の部位には、
該カラーフィルタ層１３を層厚方向に貫通する無着色部としての開口部１３ａが設けられ
ている。対向電極部１１は、このカラーフィルタ層１３上に設けられている。この対向電
極部１１も、透過用画素電極部２２の場合と同じくＩＴＯなどの透明導電膜からなってい
る。また、対向電極部１１上には、図１および図２にそれぞれ矢印で示す方向にラビング
処理してなる配向膜１４が設けられており、これにより、液晶層４０におけるＣＦ基板１
０との界面近傍の液晶分子４０ａを該ＣＦ基板１０に対し平行にかつ所定の方向に配向さ
せるようになっている。
【００３７】
　そして、本実施形態では、ＣＦ基板１０は、反射領域Ｒにおける液晶層４０の層厚Ｒｄ
が、透過領域Ｔにおける液晶層４０の層厚Ｔｄよりも小さく（Ｒｄ＜Ｔｄ）なるように設
けられた凸部１５を有する。
【００３８】
　具体的には、カラーフィルタ層１３の反射領域部分と、対向電極部１１の反射領域部分
との間には、対向電極部１１の反射領域部分をＴＦＴ基板２０の反射用画素電極部２１に
向かって隆起させるように透明層１６が設けられており、上記の凸部１５は、この透明層
１６により形成されている。また、カラーフィルタ層１３の開口部１３ａには、透明層１
６の一部が充填されている。このような透明層１６を形成する方法としては、例えば、ネ
ガ型透明アクリル樹脂系感光材からなる膜を透明基板１２上に形成し、それを活性光によ
り所定形状にパターン露光した後、アルカリ現像液での現像および水洗を行って未露光部
分を除去し、しかる後、熱処理を行うことが挙げられる。尚、エッチングによるパターニ
ングや、印刷，転写などによって設けることもできる。
【００３９】
　その上で、本実施形態では、図１にも示すように、上記凸部１５のラビング方向下流側
端部が、透過領域Ｔと反射領域Ｒとの境界に対しラビング方向上流側（同図の下側）にず
れて配置されており、このことで、ラビングに対して凸部１５の陰になる部分であるラビ
ング方向下流側における凸部１５の近傍部位を、反射領域Ｒ側に位置させるようになって
いる。
【００４０】
　さらに、本実施形態では、上述した凸部１５のラビング方向下流側端部に加え、ラビン
グ方向に直交する方向における凸部１５の両側端部が、反射用画素電極部２１に対し互い
に近接する方向にずれて配置されており、このことで、ラビング処理が不十分になりやす
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い凸部１５両側方における該凸部１５の近傍部分を、反射領域Ｒ側に位置させるようにな
っている。尚、凸部１５のラビング方向上流側端部については、本実施形態では、従来の
場合と同様に、反射用画素電極部２１の対応端部と同じラビング方向位置に配置されてい
る。
【００４１】
　具体的には、透明層１６の平面形状は、反射用画素電極部２１の平面形状よりも小さい
矩形状に形成されており、このことで、凸部１５の各端部を反射領域Ｒ側にずらすように
なされている。尚、凸部１５の各近傍部分のずれ量としては、それぞれ、少なくとも１μ
ｍ以上、好適には２μｍ以上とされている。
【００４２】
　したがって、本実施形態によれば、各画素が反射領域Ｒと透過領域Ｔとを有し、反射領
域Ｒでの液晶層４０の層厚Ｒｄを透過領域Ｔでの液晶層４０の層厚Ｔｄよりも小さくする
ようにした透過・反射両用型の液晶表示装置において、液晶層４０の層厚Ｒｄ，Ｔｄを異
ならせるためにＣＦ基板１０側に設けた凸部１５のラビング方向下流側端部を、ＴＦＴ基
板２０側の反射用画素電極部２１に対してラビング方向上流側にずらして配置するように
したので、凸部１５のラビング方向下流側近傍においてラビングに対し該凸部１５の陰に
なる部分により該部分に対応する液晶層４０の領域に発生するドメインを、そのようなド
メインが確認されやすい透過領域Ｔから、確認されにくい反射領域Ｒに移すことができ、
よって、透過領域Ｔの開口率を犠牲にすることなく、そのようなドメインにより表示品位
が低下するのを回避することができる。
【００４３】
　また、上記凸部１５のラビング方向下流側端部に加え、該ラビング方向に直交する方向
における凸部１５の両側端部を、反射用画素電極部２１に対し互いに近接する方向にずら
して配置するようにしたので、凸部１５の両側方近傍のラビングが不十分になりやすい部
分により該部分に対応する液晶層４０の領域に発生するドメインについても、透過領域Ｔ
から反射領域Ｒに移すことができ、透過領域Ｔの開口率を犠牲にすることなく、そのよう
なドメインによる表示品位の低下をも回避することができる。
【００４４】
　また、上記凸部１５を、透明基板１２とカラーフィルタ層１３との間に配置した透明層
１６により形成するようにしたので、カラーフィルタ層１３の層厚を大きくせずに凸部１
５を形成することができ、よって、カラーフィルタ層１３の層厚が大きくなることに起因
する反射領域Ｒでの光透過率の低下を回避することができる。
【００４５】
　さらに、反射領域Ｒにおけるカラーフィルタ層１３の一部に開口部１３ａを設け、この
開口部１３ａに上記透明層１６の構成材料を充填するようにしたので、カラーフィルタ層
１３の機能を大きく損なわずに、反射領域Ｒでの光透過率を高めることができる。
【００４６】
　尚、上記の実施形態では、反射用画素電極部２１を、透過用画素電極部２２と同じ層厚
方向位置に配置してＴＦＴ基板２０における液晶層４０側の表面をフラットに形成するよ
うにしているが、本発明は、従来のように反射用画素電極部の部分を凸状に形成すること
を排除するものではない。但し、その場合には、ＴＦＴ基板でのラビングが不十分になら
ないように、凸部の大きさおよび形状を設計する必要がある。
【００４７】
　また、上記の実施形態では、反射用画素電極部２１と透過用画素電極部２２とを電気的
に互いに接続して透過モードおよび反射モードの両方を併用して表示するようにした場合
について説明しているが、透過モードと反射モードとを切り換えて表示できるように、反
射用画素電極部と透過用画素電極部とを接続せず、それら反射用画素電極部および透過用
画素電極部に対し、信号配線からの信号を択一的に供給する構成とすることもできる。
【００４８】
　さらに、上記の実施形態では、カラー表示用の液晶表示装置の場合について説明してい
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るが、本発明は、白黒表示用の液晶表示装置に適用することもできる。
【００４９】
　－実験例－
　ここで、上記構成の液晶パネルにおいて、透明層１６の層厚Ｗｄ（凸部１５の高さ）と
、ラビングに対する凸部１５の陰部分により生じるドメイン領域のラビング方向における
寸法との関係を調べるために行った実験について説明する。
【００５０】
　実験の要領としては、各々、反射領域Ｒおよび透過領域Ｔにおける各液晶層４０の層厚
Ｒｄ，Ｔｄに応じて透明層１６の層厚が互いに異なる実験例１～実験例３の３つの液晶パ
ネルモデルを作成し、各実験例について、上記ドメイン領域のラビング方向寸法を計測し
た。
【００５１】
　実験例１では、反射領域Ｒおよび透過領域Ｔにおける各液晶層４０の層厚Ｒｄ，Ｔｄを
、それぞれ、Ｒｄ＝２．５μｍおよびＴｄ＝５．０μｍとし、したがって、透明層１６の
層厚Ｗｄは、Ｗｄ＝２．５μｍとした。
【００５２】
　実験例２では、反射領域Ｒおよび透過領域Ｔにおける各液晶層４０の層厚Ｒｄ，Ｔｄを
、それぞれ、Ｒｄ＝３．０μｍおよびＴｄ＝４．０μｍとし、したがって、透明層１６の
層厚Ｗｄは、Ｗｄ＝１．０μｍとした。
【００５３】
　実験例３では、反射領域Ｒおよび透過領域Ｔにおける各液晶層４０の層厚Ｒｄ，Ｔｄを
、それぞれ、Ｒｄ＝２．０μｍおよびＴｄ＝５．５μｍとし、したがって、透明層１６の
層厚Ｗｄは、Ｗｄ＝３．５μｍとした。
【００５４】
　以上の結果を、次表に併せて示す。
【００５５】
【表１】
　上記の表から判るように、実験例１，実験例２および実験例３におけるドメイン領域の
各ラビング方向寸法は、それぞれ、２．０μｍ，１．０μｍおよび３．０μｍである。よ
って、凸部１５のずれ量Ｍとしては、１μｍ以上（Ｍ≧１μｍ）を必要とすることが判る
。
【００５６】
　尚、実験例１において、ドメイン領域を完全に反射領域Ｒに移すべく、凸部１５のラビ
ング下流側端部を２μｍだけラビング上流側にずらすことに代えて、凸部１５の陰部分の
面積に等しい面積の遮光膜を用いてドメイン領域を遮光するようにしたと仮定し、そのと
きの透過領域における遮光膜使用前の元々の開口率Ｐｂに対する遮光膜使用後の開口率Ｐ
ａのロスの割合〔（Ｐｂ－Ｐａ）／Ｐｂ〕を試算したところ、遮光膜使用前の元々の開口
率が略６０％である場合には、略１．５％であった。因みに、上記ドメイン領域による透
過領域Ｔでの表示品位の低下を回避する上で、反射用画素電極部２１に対し、凸部１５の
ラビング方向下流側端部をラビング方向上流側にずらすという本発明の手段は、凸部１５
の陰部分の面積は略一定であることから、透過領域Ｔの元々の開口率Ｐｂが低く設計され
ている場合ほど、大きな効果をもたらす。
【００５７】
　（実施形態２）
　図３は、本発明の実施形態２に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板の要部
平面を示している。尚、実施形態１の場合と同じ部分には、同じ符号を付して示している
。
【００５８】
　本実施形態では、凸部１５のラビング方向下流側端部のみをずらして配置しており、ラ
ビング方向に直交する方向における凸部１５の両側端部については、ずらしてはおらず、
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従来の場合と同様に、反射用画素電極部２１の対応する両側端部に略重なる板面方向位置
に配置されている。尚、その他の構成は実施形態１の場合と同じであるので、説明は省略
する。
【００５９】
　したがって、本実施形態によれば、凸部１５の両側方近傍のラビングが不十分になりや
すい部分により該部分に対応する液晶層４０の領域に発生するドメインに起因する表示品
位の低下を回避することができない他は、実施形態１の場合と同じ効果を奏することがで
きる。
【００６０】
　（実施形態３）
　図４は、本発明の実施形態３に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板１０の
要部平面を示している。尚、実施形態１の場合と同じ部分には、同じ符号を付して示して
いる。
【００６１】
　本実施形態では、凸部１５のラビング方向下流側端部に加え、該凸部１５のラビング方
向上流側の端部についても、反射用画素電極部２１に対し、ラビング方向上流側にずれて
配置されており、そのずれ量は、ラビング方向下流側端部の場合と同じとされている。ま
た、ラビング方向に直交する方向における凸部１５の両側端部については、実施形態２の
場合と同じく、反射用画素電極部２１の対応する両側端部に略重なる板面方向位置に配置
されている。
【００６２】
　つまり、凸部１５を形成する透明層１６の平面形状およびその大きさは、反射用画素電
極部２１と略同じであり、その凸部１５が全体的にずれて配置されていることになる。こ
の場合、凸部１５のラビング方向上流側端部が透過領域Ｔに存在することになるために、
透過領域Ｔの液晶層の層厚が変わって、多少、電気光学特性の異なる領域が発生するもの
の、視認性上は問題とはならない。よって、遮光膜によりその領域を遮光するという対策
は不要であり、透過領域Ｔの開口率を犠牲にすることにはならない。尚、その他の構成は
実施形態１の場合と同じであるので説明は省略する。
【００６３】
　したがって、本実施形態によっても、実施形態２の場合と同様の効果を奏することがで
き、さらには、パネル設計段階での透明層１６の平面形状およびその大きさの設定，なら
びにパネル貼合せ段階での両基板１０，２０の位置決めを容易化できるという効果を奏す
ることができる。
【００６４】
　尚、本実施形態の変形例として、図５のＣＦ基板１５上における要部平面図に示すよう
に、ＴＦＴ基板２０の反射用画素電極部２１が、画素の全領域を走査配線２５に平行な方
向に横断するように形成されている一方、ＣＦ基板１０の凸部１５、即ち、透明層１６が
、画素の全領域を走査配線２５に平行な方向に横断するとともに、走査配線２５の延びる
方向に並ぶ複数の画素に亘って連続するストライプ状に形成されている場合に、凸部１５
の全体を、各画素の反射用画素電極部２１に対し、ラビング方向上流側にずらして配置す
るようにすることができ、これにより、ラビング方向に直交する方向における位置決めを
容易化することができる。
【００６５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、各画素が反射領域と透過領域とを有していて、
画素毎に設けられた凸部により反射領域での液晶層の層厚を透過領域での液晶層の層厚よ
りも小さくするようにした透過反射両用型の液晶表示装置において、対向電極基板側に設
けた上記凸部のラビング方向下流側端部をラビング方向上流側にずらすことで、ラビング
に対する凸部の陰部分により形成されるドメインを、透過領域よりもそのようなドメイン
の視認されにくい反射領域側に移すことができるので、遮光材料を用いて上記ドメイン領
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域を遮光する場合のように透過領域の開口率を犠牲にすることなく、透過領域の表示品位
の低下を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図２のＩ－Ｉ線断面図である。
【図２】　本発明の実施形態１に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板を模式
的に示す平面図である。
【図３】　本発明の実施形態２に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板を模式
的に示す図２相当図である。
【図４】　本発明の実施形態３に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板を模式
的に示す図２相当図である。
【図５】　実施形態３の変形例に係る液晶表示装置の液晶パネルにおけるＣＦ基板を模式
的に示す図２相当図である。
【図６】　従来の液晶表示装置における液晶パネルの要部の構成を模式的に示す図１相当
図である。
【符号の説明】
　１０　ＣＦ基板（対向電極基板）
　１１　対向電極部
　１３　カラーフィルタ層
　１３ａ　開口部（光透過率の高い透過部）
　１５　凸部
　１６　透明層
　２０　ＴＦＴ基板（画素電極基板）
　２１　反射用画素電極部
　２２　透過用画素電極部
　４０　液晶層
　Ｒ　反射領域
　Ｔ　透過領域
　Ｒｄ　（反射領域における液晶層の）層厚
　Ｔｄ　（透過領域における液晶層の）層厚
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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